
　  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　　　人権を尊重し　誰もが安心できる社会を築くために 
　　　　　　　「暴力」と「いじめ」の問題について考えてみましょう 

 

　身体的なものだけでなく、言葉による脅しや精神的な苦痛を与える行為も暴力にあたります。これらは、個人の

尊厳を深く傷つける人権侵害です。 
　いじめは、いかなる理由があっても決して許されない人権侵害です。「違い」を否定したり、特定の個人を排除し

たりする行為は、地域社会の調和を乱します。 
　相手の痛みや立場を想像する「思いやり」の心が、暴力やいじめを生まないための土台となります。不安や悩み

を抱える人に寄り添い、小さなサインを見逃さず、互いに声をかけあうことが大切です。 
　人権の尊重は、すべての人々が安心して自分らしく生きるための基盤です。誰もが人権を守り、守られる社会の

実現に向けた理解を深めていきましょう。 
　多様性を認め合い、互いの尊厳を大切にする姿勢を持つことが、これらの問題の防止につながります。 

 

  困ったときの相談窓口とSOS  　～声をあげることが 問題解決の第一歩～ 
　     もし、あなた自身や周りの人が、暴力やいじめで悩んでいる、または被害に遭っていると感じたら、 
     決して一人で抱え込まず、すぐに信頼できる窓口に相談してください。 

 

  主な相談先 
●​ 学校や職場の窓口: 

○​ 担任の先生や養護教諭（学校の場合） 
○​ 上司、人事担当者、職場の相談窓口（職場の場合） 
○​ いじめ防止対策担当者など 

 

●​ 公的な相談機関: 
○​ 人権相談: 法務局の「みんなの人権110番」など、専門の相談員に話を聞いてもらえます。 
○​ 児童相談所: 子どもや家庭に関する相談、児童虐待に関する相談を受け付けています。 
○​ 警察: 緊急性の高い暴力被害や生命の危険がある場合は、迷わず110番。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

心を寄せ、互いを認め合う社会へ 
 

　近年、多様な生き方や価値観が尊重される社会へと変化しています。私たち一人ひとりが、自分とは違う考

え方や個性を持つ相手を理解し、尊重し合うことが、差別のない心豊かな地域社会を築くための第一歩とな

ります。 

　何気ない一言が、意図せず誰かを傷つけてしまうことがあります。相手の立場に立って物事を考え、思いや

りのある言葉を選ぶこと。また、性別、年齢、国籍、障がいの有無などにかかわらず、

誰もが安心して自分らしく暮らせるよう、互いの違いを認め、個性を尊重し合うことの

大切さを改めて心に留めましょう。 

　小さな気づかいの積み重ねが、やさしさあふれる大きな輪につながります。 
 

 

桜の伐採工事に関するお知らせ 
 

　皆様に長年親しんでいただいた当館敷地内に植栽されております桜の木について、下記のとおり伐採工事

を実施することになりましたので、お知らせいたします。 

　残念ながら、昨年中に実施いたしました樹木診断の結果、桜の木に病害虫の発生や老齢化が進んでいるこ

とが判明し、このままでは倒木の危険性もあるため、利用者の皆様の安全確保を最優先として、やむを得ず伐

採させていただくことになりました。 

　私たちのシンボルであった桜を伐採するのは大変心苦しいのですが、今後も安全で心地よい環境を維持し

ていくために必要な工事となりますので、ご理解いただけますよう、心よりお願い申し上げます。 

　伐採工事の間は、ご迷惑、ご心配をおかけいたしますが、安全を最優先に進めてまいりますので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。なお、作業中、騒音や振動が発生いたしますことをご容赦ください。 
 

1. 工事の予定期間 

　　期　間: ２月下旬から３月上旬まで（予定） 
　　　　　　　※天候などにより、日程が変更になる場合があります。 

　　　　　　　　 詳細につきましては、館内にて掲示いたします。 
 

2. 伐採させていただく桜の木について 

    場　所: 　たかさき人権プラザ敷地内　南側駐車場 

　　樹　種：　ソメイヨシノ 

　　本　数: 　２本 
 

 

 
 
 
　 

 
 
 
 
 
 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 


